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第２　保健所概況
１　県保健所（支所）

開設年月日 所　　　　在　　　　地 人　　口
（人）

面　　積
（ ㎞ ） 市町数 管　　轄　　市　　町　　名

〒738－0004
 昭 廿日市市桜尾2－2－68 527,130 2,621.16
 19.10.20 (138,838) (568.15)

0829－32－1181
〒730-0011 

 平 広島市中区基町10-52
 21.4.1

082－228－2111
〒737－0811

 平 呉市西中央1－3－25
  5.4.1

0823－22－5400
〒739－0014

 昭 東広島市西条昭和町13－10
 19.10.20

082－422－6911
〒722-0002

 昭 尾道市古浜町26-12 722,555 2,129.98
 17.1.10 (226,723) (1,034.53)

0848－25－2011
〒720－8511

 昭 福山市三吉町1－1－1
 13.8.19

084－921－1311
〒728－0013

 昭 三次市十日市東4－6－1
 19.10.20

0824－63－5181

（注）　人　口 …… 令和５年６月1日広島県人口移動統計調査速報による。
　　　　面　積 …… 令和４年全国都道府県市区町村別面積調（令和４年10月１日）による。

1　　市

6　　町
164,220 1,599.46

224,072 453.55

1,095.45

保 健 所 名
（ 支所 ）

北 部

西 部 東

80,096

227,304

495,832
福山市(452,614)　府中市(35,583)

神石郡　神石高原町(7,635)

5　　市
6　　町
(2　市)

東 部

福 山

西 部

広 島

呉

2　　市

1　　町

2　　市

1　　町
796.49

大竹市(25,609)　廿日市市(113,229)

安芸高田市(25,160)
安芸郡　府中町(52,852)　海田町(30,063)
　　　　熊野町(22,546)　坂町(12,480)
山県郡　安芸太田町(5,307)   北広島町(16,812)

呉　市(203,517)　江田島市(20,555)

2,024.67 三次市(48,424)　庄原市(31,672)

4　　市
2　　町
(2　市)
(1　町)

   2　　市

 2　　市

東広島市(197,894)   竹原市(23,632)
 
豊田郡 大崎上島町(6,778)

三原市(86,791)　尾道市(125,601)

世羅郡　世羅町(14,331)
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２　政令市等保健所

開設年月日 所　　　　在　　　　地 人　　口
（ 人 ）

面　　積
（ ㎞ ）

〒730－0043
広島市中区富士見町11－27        082-241-7408
〒732－8510
広島市東区東蟹屋町9－38         082-568-7752
〒734－8523
広島市南区皆実町1－4－46        082-250-4136

 昭 〒733－8530
広島市西区福島町2－2－1         082-532-1017
〒731－0193
広島市安佐南区古市1－33－14     082-831-4563
〒731－0292
広島市安佐北区可部4－13－13     082-819-3956
〒736－8501
広島市安芸区船越南3－4－36      082-821-2829
〒731－5135
広島市佐伯区海老園2－5－28      082-943-9762

 昭 〒737－0041
   23.8.1 呉市和庄1－2－13                0823-25-3532
 平 〒720－0032
   10.4.1 福山市三吉町南2－11－22         084-928-1164

（注）　人　口 …… 令和５年６月1日広島県人口移動統計調査速報による。
　　　　面　積 …… 令和４年全国都道府県市区町村別面積調（令和４年10月１日）による。

広
　
　
　
　
島
　
　
　
　
市

保 健 所 名
（ 分 室 ）

呉  市

福山市

（中区）

（東区）

（南区）

（西区）

（安佐南区）

（安佐北区）

（安芸区）

（佐伯区）

 55.4.1

352.83

139,588

203,517

517.72

906.69

143,243

117,300

144,307

187,236

245,860

452,614

134,953

74,762
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第３　薬務関係業態数

広島市 呉市 福山市 計 広島市 呉市 福山市 計 広島市 呉市 福山市 計 広島市 呉市 福山市 計 広島市 呉市 福山市 計 広島市 呉市 福山市 計

547 680 146 240 1,066 1,613 548 681 144 242 1,067 1,615 538 676 142 243 1,061 1,599 544 667 142 246 1,055 1,599 534 671 142 244 1,057 1,591 532 673 139 242 1,054 1,586

197 215 50 98 363 540 193 217 48 100 365 558 200 213 50 97 360 560 199 212 47 98 357 556 202 217 50 101 368 570 212 218 51 102 371 583

81 217 23 72 312 394 80 220 23 74 317 397 79 215 23 67 305 384 78 203 23 61 287 365 78 195 22 62 279 357 75 191 21 59 271 346

1 3 1 0 4 6 1 3 1 0 4 5 0 3 1 0 4 4 0 2 1 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2

44 ― ― ― ― 44 43 ― ― ― ― 43 42 ― ― ― ― 42 41 ― ― ― ― 41 43 ― ― ― ― 43 43 ― ― ― ― 43

75 ― ― ― ― 75 73 ― ― ― ― 73 74 ― ― ― ― 74 69 ― ― ― ― 69 64 ― ― ― ― 64 63 ― ― ― ― 63

21 2 1 1 4 42 21 2 1 1 4 25 20 2 1 1 4 24 22 2 0 1 3 25 15 1 0 0 1 16 14 1 0 0 1 15

4,097 5,751 773 2,396 8,920 8,194 3,627 6,611 754 2,423 9,788 13,415 3,397 5,903 769 2,435 9,107 12,504 3,342 5,993 767 2,471 9,231 12,573 3,385 6,030 784 2,509 9,323 12,708 2,862 6,074 785 2,527 9,386 12,248

5,063 6,868 994 2,807 10,669 10,908 4,586 7,734 971 2,840 11,545 16,131 4,350 7,012 986 2,843 10,841 15,191 4,295 7,079 980 2,877 10,936 15,231 4,321 7,115 999 2,916 11,030 15,351 3,801 7,158 997 2,930 11,085 14,886

36 ― ― ― ― 36 36 ― ― ― ― 36 36 ― ― ― ― 36 37 ― ― ― ― 37 37 ― ― ― ― 37 37 ― ― ― ― 37

28 ― ― ― ― 28 28 ― ― ― ― 28 29 ― ― ― ― 29 29 ― ― ― ― 29 28 ― ― ― ― 28 28 ― ― ― ― 28

70 ― ― ― ― 70 70 ― ― ― ― 70 56 ― ― ― ― 56 61 ― ― ― ― 61 68 ― ― ― ― 68 67 ― ― ― ― 67

290 ― ― ― ― 290 290 ― ― ― ― 290 294 ― ― ― ― 294 296 ― ― ― ― 296 302 ― ― ― ― 302 304 ― ― ― ― 304

37 45 8 14 67 104 31 44 7 10 61 92 30 43 7 9 59 89 30 40 7 9 56 86 26 40 7 9 56 82 25 38 7 6 51 76

461 45 8 14 67 528 455 44 7 10 61 516 445 43 7 9 59 504 453 40 7 9 56 509 461 40 7 9 56 517 461 38 7 6 51 512

47 8 0 15 23 70 47 8 0 15 23 70 68 7 0 15 22 90 50 8 0 15 23 73 49 8 0 16 24 73 49 10 0 17 27 76

625 795 185 296 1,276 1,901 607 795 185 299 1,279 1,886 602 796 177 305 1,278 1,880 606 773 170 306 1,249 1,855 590 735 163 297 1,195 1,785 586 708 152 288 1,148 1,734

16 13 4 12 29 45 17 14 4 12 30 47 15 14 4 12 30 45 15 14 4 12 30 45 14 12 5 11 28 42 14 10 6 11 27 41

688 816 189 323 1,328 2,016 671 817 189 326 1,332 2,003 685 817 181 332 1,330 2,015 671 795 174 333 1,302 1,973 653 755 168 324 1,247 1,900 649 728 158 316 1,202 1,851

― 6 ― 2 8 8 ― 6 ― 2 8 8 ― 6 ― 2 8 8 ― 6 ― 1 7 7 ― 6 ― 1 7 7 ― 6 ― 1 7 7

― 1 ― 1 2 2 ― 1 ― 1 2 2 ― 1 ― 1 2 2 ― 1 ― 1 2 2 ― 1 ― 1 2 2 ― 1 ― 1 2 2

（注２）　平成20年度までの数は，旧法による卸売一般販売業である。
（注３）　平成21年度は，附則第8条の規定により，従前の例により引続き薬種商販売業の許可に係る業務を行う者である。
（注４）　改正法附則第14条又は第15条の規定により，従前の例により引続き特例販売業の許可に係る業務を行う者である。 　　　　
（注５）　医療機器の製造（輸入販売）業には，修理業を含む。
（注６）　平成17年度から，「医薬品等製造（輸入販売）業」は「医薬品等製造販売（製造）業」
（注７）　大臣登録分を含む。

合 計
政　　令　　市

合 計

医 療 機 器

特 例 販 売 業 （ 注 4 ）

令　和　３　年　度

県域
政　　令　　市

合 計

平　成　３１　年　度

県域
政　　令　　市

業 務 上 取 扱 者
〈 法 第 22 条 第 1 項 〉

医 薬 品

医 薬 部 外 品

販 売 業

店 舗 販 売 業 ( 注 １ ）

献　　血
施 設 等

毒
物
劇
物

薬
局
・
医
薬
品
販
売
業
等

医
薬
品
等
製
造
業
等

（

注

５

，

６

）

薬 局

計

製 造 （ 輸 入 販 売 ） 業
（ 注 ７ ）

献血受入設備・施設

計

政　　令　　市区　　　　　　分
合 計県域

平　成　３０　年　度

県域

化 粧 品

配 置 販 売 業 （ 県 外 ）

配 置 販 売 業 （ 県 内 ）

薬種商販売業 (注３）

卸 売 販 売 業 ( 注 ２ )

計

平　成　２９　年　度

医療機器販売業・貸与業
（ 高 度 ・ 管 理 ）

薬 局 医 薬 品

令　和　４　年　度

県域
政　　令　　市

合 計

（注１）平成21年度は，改正法附則(以下単に「附則」という。）第2条の規定により，引き続き一般販売業の許可に係る業務を行う者（以下「既存一般販売業」という。）及び附
則第5条の規定により，従前の例により引続き薬種商販売業の許可に係る業務を行う者(以下「既存薬種商」という。）を含む。

令　和　２　年　度

県域
政　　令　　市

合 計

輸血用血液供給機関



広島市 呉市 福山市 計 広島市 呉市 福山市 計 広島市 呉市 福山市 計 広島市 呉市 福山市 計 広島市 呉市 福山市 計 広島市 呉市 福山市 計

240 71 20 32 123 363 218 63 20 31 114 332 241 71 20 31 122 363 245 71 20 31 122 367 245 71 20 31 122 367 245 71 20 31 122 367

12 　 － 　 － 　 － 0 12 9 　 － 　 － 　 － 0 9 10 　 － 　 － 　 － 0 10 10 　 － 　 － 　 － 0 10 10 　 － 　 － 　 － 0 10 10 　 － 　 － 　 － 0 10

1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 10 4 6 0 31 11 10 4 6 20 31 11 11 4 6 21 32 10 11 4 6 21 31 10 11 4 6 21 31 11 10 3 6 19 30

464 592 133 199 924 1,388 464 592 134 200 926 1,390 463 596 130 203 929 1,392 470 593 132 199 924 1,394 475 593 132 199 924 1,399 471 604 128 208 940 1,411

143 191 46 83 320 463 149 197 46 82 325 474 143 199 47 82 328 471 150 195 44 89 328 478 155 195 44 89 328 483 161 206 46 88 340 501

1,617 3,033 612 844 4,489 6,106 1,628 3,090 597 841 4,528 6,156 1,629 3,182 605 875 4,662 6,291 1,639 3,100 580 892 4,572 6,211 1,771 3,100 580 892 4,572 6,343 1,683 3,269 599 909 4,777 6,460

15 29 6 12 47 62 16 26 5 12 43 59 14 28 4 8 40 54 12 26 4 11 41 53 12 26 4 11 41 53 12 27 5 12 44 56

2,251 3,855 801 1,145 5,781 8,052 2,269 3,915 786 1,142 5,843 8,112 2,261 4,016 790 1,174 5,980 8,241 2,282 3,925 764 1,197 5,886 8,168 2,423 3,925 764 1,197 5,886 8,309 2,338 4,116 781 1,223 6,120 8,458

85 80 22 39 141 226 85 80 22 38 140 225 83 83 22 37 142 225 83 81 22 37 140 223 81 81 22 37 140 221 83 78 22 36 136 219

366 525 113 174 812 1,178 369 530 109 169 808 1,177 365 546 109 168 823 1,188 368 549 105 161 815 1,183 369 549 105 161 815 1,184 368 543 101 162 806 1,174

2 3 1 2 6 8 2 3 1 1 5 7 2 3 1 1 5 7 2 3 0 1 4 6 2 3 0 1 4 6 3 3 0 1 4 7

47 64 17 31 112 159 45 63 17 31 111 156 42 61 18 32 111 153 46 65 18 33 116 162 45 65 18 33 116 161 41 62 18 30 110 151

500 672 153 246 1,071 1,571 501 676 149 239 1,064 1,565 492 693 150 238 1,081 1,573 499 698 145 232 1,075 1,574 497 698 145 232 1,075 1,572 495 686 141 229 1,056 1,551

3 3 1 4 7 4 3 1 4 8 3 3 1 4 7 3 3 0 1 4 7 3 3 0 1 4 9 3 4 0 1 5 8

国の指定 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1

県の指定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 8 2 1 11 14 4 9 2 1 12 16 3 8 2 1 11 14 3 8 2 1 11 14 3 8 2 1 11 14 3 7 2 1 10 13

16 11 5 7 23 39 16 13 5 7 25 41 16 13 5 7 25 41 16 12 5 7 24 40 16 12 5 7 24 40 16 12 5 7 24 40

2 0 2 4 6 8 2 0 1 4 5 7 2 0 1 4 5 7 2 2 2 4 8 10 2 2 2 4 8 10 2 2 2 4 8 10

21 19 10 12 41 62 22 22 9 12 42 65 21 21 9 12 41 63 21 22 10 12 43 65 21 22 10 12 44 65 21 21 10 12 43 64

548 683 145 240 1,068 1,616 549 677 144 240 1,061 1,610 539 681 142 243 1,066 1,605 544 666 141 243 1,050 1,594 543 666 141 243 1,050 1,593 531 675 139 242 1,056 1,587

1,303 2,005 413 633 3,051 4,354 1,341 2,022 407 395 2,824 4,165 1,369 2,019 402 640 3,061 4,430 1,369 2,011 397 636 3,044 4,413 1,354 2,011 397 636 3,044 4,398 1,347 2,016 386 628 3,030 4,377

136 109 19 47 175 311 135 113 19 45 177 312 136 111 20 47 178 314 113 113 21 47 181 294 131 113 21 47 181 312 129 113 21 47 181 310

5,970 5,775 6,035 6,007 5,991 5,964

(5,659) (6,087) (6,349) (6,301) (6,303) (6,274)

6,032 5,840 6,098 6,072 6,056 6,028

(5,721) (6,152) (6,412) (6,366) (6,368) (6,338)

（注）　麻薬・大麻・覚醒剤等は，当該年度の12月31日現在の数である。

573 942 4,346

平　成　31　年　度

県域
政　　令　　市

合 計

2,044

2,832

区　　　　　　　分

平　成　２９　年　度 平　成　30　年　度

県域
政　　令　　市

合 計
政　　令　　市

県域 合 計

温　泉
施　設

源 泉 総 数

温 泉 利 用 施 設

麻
薬
取
扱
者

家 庭 麻 薬 製 造 業 者

麻 薬 卸 売 業 者

麻 薬 小 売 業 者

麻 薬 管 理 者

麻 薬 施 用 者

麻 薬 研 究 者

計

麻
薬
診
療
施
設

病 院

一 般 診 療 所

歯 科 診 療 所

飼 育 動 物 診 療 施 設

計

大 麻 研 究 者

覚
 
醒
 
剤
 
等
 
取
 
扱
 
者

要
　
指
　
定

覚 醒
剤

施用機

覚 醒 剤 研 究 者

覚醒剤原料取扱者

覚醒剤原料研究者

小 計

指
定
不
要

薬 局

病 院 ・ 診 療 所

飼育動物診療施設

小 計 1,987 2,797 577 920 4,294 2,025 2,812 570 680 4,062

計 2,008 2,816 587 932 4,335 2,047 2,834 579

559 926 4,275

692 4,104

2,811 564 930 4,305

2,065 2,812 569 938 4,319

令　和　３　年　度

県域
政　　令　　市

合 計

2,028 2,790

令　和　２　年　度

県域
政　　令　　市

合 計

2,026 2,790 559 926 4,275 2,804 546 917 4,267

2,047 2,812 569 938 4,318 2,049 2,028 2,825 556 929 4,310

令　和　４　年　度

県域
政　　令　　市

合 計

2,007



第４　薬務関係職員配置状況等

　１　監視員任命，身分証交付等状況

薬

事

監

視

員

毒

物

劇

物

監

視

員

家
庭
用
品
衛
生
監
視
員

覚

醒

剤

監

視

員

麻

薬

取

締

員

麻

薬

立

入

検

査

員

大

麻

立

入

検

査

あ

へ

ん

監

視

員

温

泉

立

入

検

査

登

録

分

析

機

関

立

入

麻

向

法

第

　
条

の

　
の

該

当

職

員

安
全
な
血
液
製
剤
の
安
定
供

給
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

に

よ

る

立

入

検

査

薬務課長 岡田　史恵 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

参　事 片平　尚貴 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（麻薬グループ） 主　査 瀧口　公照 ○ ○ ○

主　任 福原　亜美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

技　師 山戸　護久 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（薬事グループ） 主　査 小松　佐和子 ○ ○ ○ ○

主　任 的場　洋子 ○ ○ ○ ○

主　任 杉野　英介 ○ ○ ○ ○

主　任 （エルダー） 賀藤　寛喜 ○ ○

技　師 勝原　奈美 ○ ○ ○ ○

（製薬振興グループ）主　査 中川　裕将 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　任 田中  秀和 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　任 新藤　清美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　任 深本　絢子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

技　師 新田　杏奈 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（肝炎対策グループ） 主　査 上廣　直孝 ○ ○

技　師 渥美　真梨菜 ○ ○

次長（技術） 西田　ルリコ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

生活衛生課長 谷本　綾子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　査 角川　真衣 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　査 沖野　美香 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　任 冨永　健 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　任 丸谷　有香 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

食品・薬事等衛生指導員 高原　未歩 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

広島支所 衛生環境課長 山下　和子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

食品薬事係長 平井　幸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　査 井岡　貴容子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　任 三野　恵実 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

食品・薬事等衛生指導員 寺地　弘行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

呉地域保健所呉支所 衛生環境課長 小田　佐知子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　査 谷本　陽子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　査 永井　宏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　任 児玉　佳世子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（令和５年度）

所　　　属 職　　　名 氏　　名

西部保健所

薬務課
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生活衛生課長 野島　誠司 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　査 眞澤　堅香子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

技　師 谷口　翼 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

技　師 友道　仁美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

技　師 濱田　真志 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

東部保健所 保健所長 福田　光 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

次　長 松浦　孝易 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

生活衛生課長 寺岡　由美子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

環境薬事係長 河村　隆宏 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　任 梶田　美佳 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　任 梅本　重幸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

技　師 合ケ坪　来弥 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福山支所 衛生環境課長 石部　敦子 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

食品薬事係長 植田　芳英 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　任 大戸　瑞代 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　任 竹本　奈央 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

食品・薬事等衛生指導員 竹田　沙記 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北部保健所 生活衛生課長 小川　美樹 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　査 湯藤　恵悟 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

主　査 丸山　暁人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

技　師 豊田　美幸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

西部東保健所



２　試験検査担当
（令和５年度）

所　　　属 職　　　名 氏　　　名

保健環境センター  保健研究部長 重本　直樹

 担当部長 中島　安基江

 副部長 伊達　英代

 副部長 島津　幸枝

 主任研究員 鈴藤　和

 主任研究員 井原　紗弥香

 主任研究員 谷澤　由枝

 主任研究員 石井　圭子

 主任研究員 池田　周平

 研究員 平塚　貴大

 研究員 伊藤　彩乃

 研究員 須山　優香

 研究員 菅田　和子

 研究員 末井　真菜

 研究員 川崎　恭寛

 研究員 東久保　唯

 研究員（エルダー） 高尾　信一

 技師（育休任期付） 津村　千香子

西部保健所  主査 石田　祥子

（理化学）  主査 多武保　泰治

 主任 中田　綾香

 主任 深田　真美

 技師 河野　敏巳

東部保健所福山支所  主任 井居　萌

（理化学）  技師 大倉　蓮里



第５ 附属機関等 
   広島県行政組織規則第 19 条により設置された附属機関等は，次のとおりである。 

（令和４年度） 

名     称 目               的 

広 島 県 薬 事 審 議 会 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び
広島県薬事審議会条例の規定に基づき、知事の諮問に応じ、薬事に関する
事項について調査審議すること。 

広 島 県 麻 薬 中 毒 審 査 会 
麻薬及び向精神薬取締法の規定に基づき、麻薬中毒者医療施設に入院した
者の入院継続の適否について審査すること。 

広 島 県 献 血 推 進 審 議 会 
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の規定による広島県献血
推進計画の策定及び献血推進に関する重要事項について調査審議するこ
と。 

 

 

  １ 広島県薬事審議会委員名簿 
（令和５年 10月 13 日現在） 

区 分 所 属 ・ 職 名 氏    名 備      考 

委 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

員 

学 

識 

経 

験 

者 

広 島 県 議 会 議 員 山下 智之  

広 島 県 議 会 議 員 恵飛須 圭二  

広 島 大 学  教 授 小澤 孝一郎  

（一社）広島県医師会  会長 松村 誠  

薬
事
業
務
の
従
事
者 

（公社）広島県薬 剤師会会長 豊見 雅文  

広 島 県 女 性 薬 剤 師 会 副 会 長 中川 潤子  

（一社）広島県病院薬剤師会会長 松尾 裕彰  

広島県医薬品卸協同組合 理事長 河野 修蔵  

消
費
者
の
意
見
代
表
者 

広島県国民健康保険団体連合会常務理事 守田 利貴  

日本労働組合総連合会広島県連合会 
サンキ労働組合 UA ゼンケン 副議長 秋中 美香  

広島県地域女性団体連絡協議会副会長 田房 明美  

（公社）広島消費者協会副会長 榎野 浜子  

 健 康 福 祉 局 長 北原 加奈子  

 

県
職
員 



２ 広島県麻薬中毒審査会委員候補者名簿 
（令和４年５月 31日現在） 

所  属 ・ 職  名 氏    名 備  考 

広 島 地 方 検 察 庁 総 務 部 長 寺 本 哲 也  

広 島 家 庭 裁 判 所 判 事 秋 武 郁 代  

弁 護 士 中 村 越 史  

精 神 保 健 指 定 医 山 崎 正 数  

〃 長 尾 早 江 子  

 

 

３ 広島県環境審議会温泉部会委員名簿 
（令和５年３月 31日現在） 

所  属 ・ 職  名 氏    名 備  考 

広 島 県 薬 剤 師 会 常 務 理 事 中 川 潤 子  

ひろしまＮＰＯセンター専務理事・事務局 長 松 原 裕 樹   

広 島 大 学 大 学 院 名 誉 教 授 小 野 寺 真 一  

広 島 大 学 大 学 院 教 授 山 崎 博 史 部会長 

中 国 経 済 産 業 局 資 源 エ ネ ル ギ ー 環 境 部 長 稲 原 宏 昭  

 

 

４ 広島県薬物乱用防止対策推進本部員・幹事名簿 
（令和４年５月１日現在） 

区 分 職        名 氏    名 備  考 

本 部 長  広島県知事 湯 﨑 英 彦  

本 部 員  広島地方検察庁刑事部長 望 月 栄里子  

〃  広島矯正管区第三部長 亀 田 公 子  

〃  広島刑務所長 惠 森 裕 也  

〃  広島拘置所長 荘   雅 行  

〃  広島少年鑑別所長 伊 藤   潤  

〃  広島保護観察所長 山 田 浩 司  

〃  広島出入国在留管理局長 中 山 昌 秋  

〃  広島税関支署長 上 内 大 祐  

〃  中国四国厚生局麻薬取締部長 小牟田 竜 一  

〃  中国運輸局広島運輸支局長 鬼 村   栄  

〃  第六管区海上保安本部警備救難部長 長 崎 克 明  

〃  広島海上保安部長 原 田 秀 穂  

 



区 分 職        名 氏    名 備  考 

本 部 員 広島労働局長 阿 部   充  

〃 広島大学医学部長 粟 井 和 夫  

〃 一般社団法人広島県医師会会長 松 村   誠  

〃 公益社団法人広島県薬剤師会会長 豊 見 雅 文  

〃 広島県教育委員会教育長 平 川 理 恵  

〃 広島県警察本部長 森 内   彰  

〃 広島県環境県民局長 新 宅 郁 子  

〃 広島県健康福祉局長 木 下 栄 作 副本部長 

〃 広島県立総合精神保健福祉センター所長 佐 伯 真由美  

幹  事 広島地方検察庁麻薬係検事 島   靖 広  

〃 広島矯正管区少年矯正第二課長 川 田 幸 司  

〃 広島刑務所分類教育部首席矯正処遇官 大 社 仰 一  

〃 広島拘置所首席矯正処遇官 井 上 太 一  

〃 広島少年鑑別所首席専門官 石 丸 素 史  

〃 広島保護観察所統括保護観察官 前 島   進  

〃 広島入国管理局首席入国警備官 愿 山   聡  

〃 広島税関支署次長 冨 永 祐 三  

〃 中国四国厚生局麻薬取締部捜査課長 吉 野 貴 憲  

〃 中国運輸局広島運輸支局首席陸運技術専門官 中 山 雅 之  

〃 第六管区海上保安本部警備救難部国際刑事課長 好 本 晃 雄  

〃 広島海上保安部警備救難課長 桐 谷 健 士  

〃 広島労働局監督課長 小 岸 圭 太  

〃 広島大学霞地区運営支援部学生支援グループリーダー 徳 島 里 美  

〃 一般社団法人広島県医師会常任理事 落久保 裕 之  

〃 公益社団法人広島県薬剤師会専務理事 野 村 祐 仁  

〃 広島県教育委員会学びの変革推進部豊かな心と身体育成課長 黒 田 康 弘  

〃 広島県教育委員会生涯学習部生涯学習課長 桑 原 智津子  

〃 広島県警察本部生活安全部少年対策課長 関 藤 仁 司  

〃 広島県警察本部刑事部組織犯罪対策第三課長 水 永 幸 治  

〃 広島県環境県民局県民活動課長 中 村 好 宏  

〃 広島県健康福祉局医療介護基盤課長 田 所 一 三  

〃 広島県健康福祉局疾病対策課長 勝 田   徹  

〃 広島県健康福祉局薬務課長 岡 田 史 恵  

〃 広島県立総合精神保健福祉センター次長(兼)地域支援課長  山 口   恵  



５ 広島県肝炎対策協議会委員名簿 
（令和５年３月 31 日現在） 

区  分 役  職  等 氏  名 備考 

広島県医師会 常任理事 中西 敏夫 
 

広島県医師会 
（産業医部会） 

常任理事 三宅 規之 
 

肝炎の専門医師 広島大学病院准教授 相方 浩 
 

肝炎の医療に関し学識
経験を有する者 

医療法人吉川医院院長 吉川 正哉 
 

広島大学大学院教授 田中 純子 
 

肝炎対策を所管する行
政職員 

広島市保健部長 上田 久仁子 
 

呉市保健所長 内藤 雅夫 
 

福山市保健所長 田中 知徳 
 

広島県健康福祉局長 木下 栄作 
 

広島県保健所長会会長 福田  光 
 

患者団体代表 

広島肝友会代表 岡馬 重充 
 

備後肝友会会長 石田 彰子 
 

全国 B 型肝炎訴訟 
広島原告団役員 

髙野 和彦 
 

医療保険者 
全国健康保険協会 
広島支部企画総務部 
健康グループ長 

熊谷 隆良 
 

検診機関 
一般財団法人広島県環境
保健協会健康クリニック
診療所長 

武生 英一郎 
 

経済団体 
広島県商工会議所連合会
事務局長 

伊木 剛二 
 



６ 広島県献血推進審議会委員名簿             （令和５年３月 31 日現在） 

区分 職   名 氏 名 備 考 

献
血
推
進
に
関
し 

識
見
の
あ
る
者 

広島県議会県議会議員 西本 博之  

広島大学原爆放射線医科学研究所 附属被ばく資料解析部助教 杉原 清香 副会長 

一般社団法人広島県医師会常任理事 落久保 裕之 会長 

一般社団法人広島県病院協会常任理事 土谷 晋一郎  

関
係
行
政 

機
関
の
職
員 

広島県市長会三次市長 福岡 誠志  

広島県町村会坂町長 吉田 隆行  

広島県健康福祉局長 木下 栄作  

関
係
団
体
の
職
員 

広島県教育委員会学びの変革推進部長 竹志 幸洋  

広島県公立高等学校長協会副会長 福島 一彦  

広島県私立中学高等学校協会会長 田中 清峰  

日本労働組合総連合会広島県連合会副事務局長 徳本 博志  

西日本旅客鉄道労働組合広島地方本部執行委員長 石松 大介  

ＪＡＭ山陽広島県連絡会会長 薮本 敬士  

公益社団法人広島県労働基準協会専務理事兼事務局長 齋藤 俊治  

広島県商工会議所連合会事務局長 伊木 剛二  

広島県地域女性団体連絡協議会理事 山本 幸  

一般財団法人広島県環境保健協会理事長 佐藤 均  

社会福祉法人広島県社会福祉協議会常務理事兼事務局長 小池 英樹  

公益財団法人広島県交通安全協会専務理事 酒井 伸治  

ライオンズクラブ国際協会 336-Ｃ地区 
糖尿病・献血・献眼・献腎・環境保全・保健福祉委員会委員 

本田 光一郎  

広島市献血推進協議会副会長 鉄村 忠基  

呉市献血会会長 城 健康  

福山市献血推進協議会委員 田中 知徳  

日本赤十字社広島県支部事務局長 坂井 浩明 副会長 

広島県赤十字血液センター所長 麻奥 英毅  

 



７ 広島県合同輸血療法委員会名簿             （令和５年３月 31 日現在） 

区分 所     属 役職(注) 氏  名 備考 

医
療
機
関 

広島赤十字・原爆病院 輸血部長 委員長 牟田  毅  

広島大学病院 輸血部長 委員長 藤井 輝久 委員長 

安佐市民病院 血液内科主任部長 委員長 田中 英夫  

国立呉医療センター 血液内科科長 委員長 伊藤 琢生  

広島市民病院 副院長兼内科部長 委員長 岡本 良一  

市立福山市民病院 中央手術部長兼麻酔科統括科長 委員長 日高 秀邦 幹事 

厚生連廣島総合病院 消化器外科主任部長 委員長 香山 茂平  

県立広島病院 心臓血管外科主任部長 委員長 三井 法真  

厚生連尾道総合病院 心臓血管外科主任部長・ 
心臓血管副センター長 

委員長 佐藤 克敏 幹事 

国立東広島医療センター 麻酔科医長 委員長 橋本  賢  

呉共済病院 検査部長 委員長 藤原 謙太  

中国中央病院 臨床検査科部長 委員長 瀬﨑 伸夫  

国立福山医療センター 感染症内科医長 委員長 齊藤 誠司  

市立尾道市民病院 消化器内科医長 委員長 大城  勝  

国立広島西医療センター 血液内科医長 委員長 黒田 芳明  

市立三次中央病院 診療技術部長 委員長 丸山  聡  

学
識
経
験
者 

広島大学大学院医系科学研究科（小児科学） 教授 岡田  賢  

広島大学 医療政策室 理事・副学長 田中 純子 幹事 

広島大学原爆放射線医科学研究所  教授 一戸 辰夫  

広島国際大学保健医療学部 医療技術学科 教授 国分寺 晃 幹事 

広島都市学園大学健康科学部 看護学科 教授 酒井 美奈子  

関
係
団
体 

一般社団法人広島県医師会 常任理事 落久保 裕之  

一般社団法人広島県病院協会 常任理事 土谷 晋一郎  

一般社団法人広島県薬剤師会 会長 松尾 裕彰  

一般社団法人広島県臨床検査技師会 常務理事 小川 和子  

公益社団法人広島県看護協会 副会長 大野 陽子  

そ
の
他 

総合病院庄原赤十字病院 検査技術課 課長 佐藤 知義 幹事 

広島県赤十字血液センター 所長 麻奥 英毅  

広島県健康福祉局 局長 木下 栄作  

広島県健康福祉局薬務課 課長 岡田 史恵  

(注)：医療機関においては，各院内輸血療法委員会における役職で，他は，組織内の役職 



 ８ 関係団体等名簿  
（令和４年 10月 1日現在） 

名    称 所  在  地  電 話 番 号 

(公社) 広 島 県 薬 剤 師 会            
〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目 2-1 
 広島県薬剤師会館 内 

082-262-8931 

広島県学校薬剤師会  （同 上） 

（一社）広島県病院薬剤師会 
〒734-0037 広島市南区霞一丁目 2-3 
 広島大学病院薬剤部 内 

082-257-5153 

広島県女性薬剤師会 
〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目 2-1 
 広島県薬剤師会館 内 

082-262-8931 

広島県青年薬剤師会 （同 上） （同 上） 

広島県医薬品卸協同組合 〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目 2-1 082-567-6301 

広島県麻薬協会 （同 上） （同 上） 

（一社）日本産業・医療 
ガス協会中国地域本部 

〒730-0031 広島市中区紙屋町二丁目 3-1 革屋町ビル４階 082-247-5679 

広島漢方研究会 
〒735-0029 安芸郡府中町茂陰一丁目 3-12 
 薬王堂漢方薬局 内 

082-285-3395 

広島県医薬品配置協議会 〒737-2213  江田島市大柿町大原 546-6 二間ビル 1F 0823-57-7300 

（一社）広島県配置医薬品連合会 
〒731-0101 呉市吉浦新町二丁目５-２  
 二反田薬品工業株式会社 内 

0823-31-1515 

広島県富山配置薬業協議会 
〒930-0088 富山県富山市諏訪川原町二丁目 4-17  
 会長 宮崎吉美 

076-424-0556 

広島県製薬協会 
〒722-0062 尾道市向東町 14703-10 
丸善製薬（株）内 

0848-44-2200 

広島県ワクチン協会 
〒732-0802 広島市南区大州五丁目 2-10 

(株)エバルス 営業本部内                
082-890-5671 

(一社)広 島 県 医 師 会 〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目 2-3 082-568-1511 

(一社)広 島 県 病 院 協 会            （同 上） （同 上） 

(一社)広島県医療法人協会            
〒730-0053 広島市中区東千田町一丁目 1-23 
翠清会梶川病院内 

082-249-6411 

(一社)広 島 県 歯 科 医 師 会            〒732-0057 広島市東区二葉の里三丁目 2-4 082-263-8020 

中国歯科用品商協同組合 
〒733-0035 広島市西区南観音２丁目 4-45 
 浜崎歯科商店 内 

082-232-1546 

中国歯科用品商協同組合 
広島県支部 

〒734-0052 広島市南区堀越三丁目 4-22 
 (株)東歯科商店 内 

082-281-7373 

広島県化粧品小売協同組合 〒730-0042 広島市中区国泰寺 2丁目 3-12 082-244-4261 

広島県医療機器販売業協会 
〒733-8633  広島市西区商工センター一丁目 2番 19号 
 ティーエスアルフレッサ（株）内 

082-501-0316 

中四国医療品卸商組合 
〒771-1156 徳島市応神町応神産業団地 2-10 
（株）谷商店 内 

088-683-3210 

中四国科学機器協会 
〒730-0005 広島市中区西白島町 7-20 
 小川精機（株） 内 

082-228-2285 

中国表面処理工業組合 
〒739-2117 東広島市高屋台一丁目 5-18 
（株）ワイエスデー 内 

082-434-6160 

 



名    称 所  在  地  電 話 番 号 

日 本 塗 料 商 業 組 合 
広 島 県 支 部 

〒734-0013 広島市南区出島二丁目 1-32 
 扇屋塗料（株）内 

082-255-1355 

（公社）広島県トラック協会 〒732-0052 広島市市東区光町二丁目 1-18 082-264-1501 

全 国 農 業 協 同 組 合 連 合 会 
広 島 県 本 部 

〒731-0124 広島市安佐南区大町東二丁目 14-12 082-831-1111 

広 島 県 果 実 農 業 
協 同 組 合 連 合 会 

〒729-2316 竹原市忠海中町一丁目 2-17 0846-26-0011 

広 島 県 森 林 組 合 連 合 会 〒730-0017 広島市中区鉄砲町4-1 広島県土地改良会館 ３階 082-228-5111 

広 島 県 樹 苗 農 業 協 同 組 合 〒730-0017 広島市中区鉄砲町4-1 広島県土地改良会館 ３階 082-228-5437 

広 島 県 農 薬 卸 商 協 会 
〒725-0025 竹原市塩町一丁目 3-5  
 株式会社キムラ内 

0846-22-0150 

広 島 県 植 物 防 疫 協 会 〒734-0124 広島市安佐南区大町東二丁目 14-12 082-846-4705 

（一財）広 島 ス モ ン 基 金 〒730-0013 広島市中区八丁堀 3番 8号 082-227-9769 

広 島 県 毒 物 劇 物 安 全 協 会 
〒738-0022 廿日市市木材港南 4-13 
 （株）ナカムラ 内 

0829-34-0311 

(一社)中国しろあり対策協会 〒730-0052 広島市中区千田町三丁目 1-10 082-546-0231 

(一社)呉  市  薬  剤  師  会 〒737-0046 呉市中通一丁目 4-2 0823-21-4695 

(一社)福 山 市 薬 剤 師 会 〒720-0815 福山市野上町三丁目 12-1 084-926-0588 

(公社) 広 島 県 獣 医 師 会 〒734-0034 広島市南区丹那町 4-2  082-251-6401 

広島県国民健康保険団体連合会 〒730-8503 広島市中区東白島町 19-49 国保会館 082-554-0770 

社会保険診療報酬支払基金 
広 島 支 部 

〒733-8534 広島市西区中広町一丁目 17-30 082-294-6761 

広 島 県 肝 友 会 連 絡 協 議 会 〒733-0844 広島市西区井口台二丁目 21-32 082-501-0882 

 



 第６ 表彰                    

１ 厚生労働大臣表彰 
氏     名 
（ 生 年 ） 

職    業 
受    賞 
年 月 日 

受 賞 理 由 備     考 

渡邊 英晶 
（昭和 28年） 

薬 剤 師 ４.10.20 薬 事 功 労  

太刀掛 稔 
（昭和 27年） 

薬 剤 師 〃 薬 事 功 労  

  ２ 厚生労働大臣感謝状 

団 体 の 名 称 
（ 創 設 年） 

職    業 
受  賞 
年 月 日 

受 賞 理 由 備     考 

広島フェニックス 
ライオンズクラブ 
（昭和 57年） 

― ４.10.６ 
麻薬覚醒剤 
乱用防止功労 

 

３ 厚生労働省医薬・生活衛生局長表彰 

氏     名 
（ 生 年） 

職    業 
受  賞 
年 月 日 

受 賞 理 由 備     考 

二川 勝 
（昭和 24年） 

― ４.10.６ 
麻薬覚醒剤 
乱用防止功労 

 

田中 八重子 
（昭和 25年） 

― 〃 
麻薬覚醒剤 
乱用防止功労 

 

  ４ 知事表彰 

氏     名 
（ 生 年 ） 

職    業 
受  賞    
年 月 日 

受 賞 理 由 備     考 

松村 智子 
（昭和 28年） 

薬剤師 ４.10.20 薬事功労  

長谷川 卓郎 
（昭和 31年） 

医薬品卸売業 〃 〃  

長谷川 項一 
（昭和 33年） 

薬剤師 〃 〃  

竹下 武伸 
（昭和 34年） 

〃 〃 〃  

古元 俊徳 
（昭和 35年） 

〃 〃 〃  

  ５ 知事感謝状 

氏     名 
（ 生 年） 

職    業 
受  賞 
年 月 日 

受 賞 理 由 備     考 

該当者なし     

 



第７ 関係条例 
１ 広島県薬事審議会条例 

                                 昭和 36 年 9 月 19 日 

                                    条例第 33 号   

1 昭和 38 年 10 月 1 日条例第 28号改正 

2 昭和 50 年 7 月 2 日条例第 40号改正  

3 昭和 50 年 12 月 20 日条例第 64号改正 

4 平成 4年 3月 30 日条例第 17号改正 

5 平成 17 年 7 月 6 日条例第 42号改正 

6 平成 20 年３月 25 日条例第６号改正 

7 平成 26 年 10 月 9 日条例第 42号改正 

  広島県薬事審議会条例をここに公布する。 

    広島県薬事審議会条例 

（設  置） 

第１条 医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145

号。以下｢法｣という。）第 3条第 1 項の規定に基づき，広島県薬事審議会（以下「審議会」という。）

を置く。  

  一部改正〔昭和 38年条例第 28号，平成 17 年条例第 42号〕 

（所掌事務） 

第２条 審議会は，知事の諮問に応じ，次の各号に掲げる事項について調査審議する。 

（1） 薬事従事者の研修その他薬事従事者の資質の向上に関する事項 

（2） 薬事衛生思想の普及向上に関する事項 

（3） 医薬品等の取扱いの適正化に関する事項 

（4） 薬用植物の栽培指導等薬用資源の開発に関する事項 

（5） 医薬品等の生産，輸出等の振興に関する事項 

（6） 医薬品等の円滑な流通に関する事項 

  一部改正〔昭和 38年条例第 28号・昭和 50 年条例第 40号〕 

（組  織） 

第３条 審議会は，委員 20 人以内で組織する。 

  一部改正〔昭和 38年条例第 28号〕 

（委  員） 

第４条 委員は，県及び関係行政機関の職員，学識経験のある者，薬事に関する業務に従事する者並

びに消費者の意見を代表する者のうちから，知事が任命する。ただし，薬事に関する業務に従事す

る者並びに消費者の意見を代表する者から任命する委員は同数とする。 

2  学識経験のある者，薬事に関する業務に従事する者及び消費者の意見を代表する者のうちから任

命された委員の任期は，2 年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

  一部改正〔昭和 38年条例第 28号〕 

（会  長） 

第５条 審議会に会長を置き，委員の互選によってこれを定める。 

2  会長は，会務を総理する。 

3  会長に事故があるときは，あらかじめ委員のうちから互選された者がその職務を代理する。 

（会  議） 



第６条 審議会の会議（以下｢会議｣という。）は，会長が招集し，会長がその議長となる。 

2  審議会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開き，議決を行うことができない。 

3  会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

（幹  事） 

第７条 審議会に幹事若干人を置く。 

2  幹事は，県の職員のうちから，知事が任命する。 

3  幹事は，審議会の所掌事務について，委員を補佐する。 

（庶  務） 

第８条 審議会の庶務は，健康福祉局において処理する。 

  一部改正〔昭和 50年条例第 64号，平成 4年条例第 17 号，平成 20年条例第６号〕 

（雑  則） 

第９条 この条例に定めるものを除くほか，審議会に関し必要な事項は，知事が定める。 

  附  則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

  附  則 （昭和 38年 10 月 1日条例第 28 号） 

1 この条例は，公布の日から施行する。 

2  この条例施行の日以後昭和 39 年 1 月 31 日までの間に，消費者の意見を代表する者のうちから任

命された委員の任期は，この条例による改正後の広島県薬事審議会条例第 4条第 2項の規定にかか

わらず，昭和 39 年 1 月 31 日までとする。 

  附  則 （昭和 50年 7月 2 日条例第 40 号） 

 この条例は，公布の日から施行する。 

  附  則 （昭和 50年 12 月 20 日条例第 64号）抄 

（施行期日） 

1 この条例は，昭和 51年 4月 1 日から施行する。 

  附  則 （平成 4年 3月 30 日条例第 17 号）抄 

（施行期日） 

1 この条例は，平成 4年 4月 1 日から施行する。 

  附  則 （平成 17年 7月 6 日条例第 42 号） 

（施行期日） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附  則 （平成 20 年 3月 25 日条例第６号）抄 

（施行期日） 

1 この条例は，平成 20年４月１日から施行する。 

附  則 （平成 26 年 10 月 9日条例第 42号）抄 

（施行期日） 

1 この条例は，平成 26年 11 月 25 日から施行する。 

 

 

 



２ 広島県麻薬中毒審査会条例 

                                昭和 62年 3月 9日  

                                  条例第 3号 

1 平成 2年 10 月 8日条例第 39 号改正 

2 平成 26年 3月 26 日条例第 19 号改正  

 広島県麻薬中毒審査会条例をここに公布する。 

   広島県麻薬中毒審査会条例 

 広島県麻薬中毒審査会は，麻薬及び向精神薬取締法（昭和 28年法律第 14 条）第 58条の 8第 3項

の規定により知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときに置くものとし，委員

5人で組織する。   

   附  則 

この条例は，公布の日から施行する。 

   附  則 （平成 2年 10 月 8 日条例第 39号） 

この条例は，公布の日から施行する。 

附  則 （平成 26 年 3月 26 日条例第 19 号）抄 

１ この条例は，平成 26年 4月 1 日から施行する。 

 


